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先方から受け取ったインポイスに

誤りがあった場合の取り扱い

お客様からのこ質問

私は会社(3月決算）の経理を担当している社員です。

先日協力企業から郵送されたインボイスに消費税の誤りがありました。 

どのように対応すればよろしいでしょうか？

キド先生からの回答

協力企業からのインボイスの記載事項に誤りがあったときは、原則的には、御社が勝手に、修

正したり、追記したりすることはできません。次のような対応を行ってください。

11 原則的な取り扱い
協力企業に連絡して、正しいインボイスをPDFなどで送ってもらう。

匿例外的な取り扱い
御社がインボイスを訂正し、その訂正インボイスについて協力企業より確認を求める。

（注）国税庁の令和5年10月改訂のQ&Aによれば、 買手である課税事業者が作成した一定事項の記載のある仕入明細

書等の書類で、 売手である適格請求書発行事業者の確認を受けたものについても、 仕入税額控除の適用のために保存が

必要な請求書等に該当しますので（消法30⑨三）、 買手において適格請求書の記載事項の誤りを修正した仕入明細書等

を作成し、 売手である適格請求書発行事業者に確認を求めることも考えられます。

キド先生からのコメント

図の場合は、売手である適格請求書発行事業者（協力企業）は、改めて修正し
た適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなくても差し支
えありません。




